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１ 地域福祉とは 

 

「地域福祉」とは，すべての人が地域においてその人らしくいきいきと自立し

た生活を送ることができるよう，地域住民，社会福祉の事業経営者，社会福祉活

動の実践者，行政が相互に協力して，地域社会で支える仕組みをつくることです。 

 

 【その人らしい暮らしを支える仕組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

公的なサービスで支える 

福祉サービス 

・介護保険サービス 

・高齢者福祉サービス 

・障害者福祉サービス 

・子育て支援サービス 

他分野のサービス 

（保健・医療・教育・就労支援など） 

 

地域で支える 

   ・親戚・友人・隣近所 

   ・町内会 

   ・地区市民委員会 

   ・地区社会福祉協議会 

   ・老人クラブ 

   ・民生委員・児童委員 

   ・ボランティア など 

 

 自分・家族で支える 

・健康に気をつける。 

・何かあった時の備えをしておく。 

・隣近所とのつながりをつくる。 

・相談窓口を利用する。 

 

                         

                        

                        

 
行 政 

 協 働 

地域住民 ・ 社会福祉の事業経営者 ・ 社会福祉活動の実践者 

 その人らしい暮らしの実現 
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２ 地域福祉計画とは 

    

地域福祉計画は，地域住民，社会福祉の事業経営者，社会福祉活動の実践者，

行政が協力して地域福祉を推進することを目的として定める計画であり，社会福

祉法第１０７条に規定されています。 

 

３ 第３期旭川市地域福祉計画策定の趣旨 

 

本市では，平成１６年３月に「第１期旭川市地域福祉計画」を，平成２１年３

月に「第２期旭川市地域福祉計画」を策定し，地域福祉を推進してきました。 

平成２５年度末で第２期旭川市地域福祉計画の計画期間が終了することから，

地域福祉をさらに推進していくために，これまでの取組の成果と今後の課題を踏

まえ，「第３期旭川市地域福祉計画」を策定します。 

 

４ 計画期間 

    

平成２６年度から平成３０年度までの５年間とします。 

 

５ 計画の視点と位置付け 

 

第３期旭川市地域福祉計画は，第７次旭川市総合計画を上位計画とする計画で

あり，本市の地域福祉推進のための理念や施策を定め，これを保健福祉分野の個

別計画と共有し，地域福祉を総合的に推進するための計画です。 

また，第３期地域福祉計画は，地域福祉推進のために，市民（地域住民，社会

福祉活動の実践者），事業者（社会福祉の事業経営者），行政がともに取り組む方

向を示しており，旭川市社会福祉協議会が策定する市民の福祉活動を中心とした

行動計画である「地域福祉活動計画」，地域特性を活かした福祉活動の計画であ

る「地区社会福祉協議会実践計画」と相互に連動しながら，地域福祉を推進しま

す。 
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【旭川市地域福祉計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 第３期旭川市地域福祉計画の重点的取組事項 

                       （詳細は，素案本編第３章に掲載） 

  ○社会的に孤立している要援護者の把握と支援 

  ○避難行動要支援者名簿の作成と情報共有に向けた取組 

 

 

 

旭川市地域福祉計画 

地域福祉推進のための理念・施策を定め，保健福祉分

野の個別計画と共有し，総合的に推進するための計画 

●地域福祉を推進するための理念 

●地域における福祉サービスの適切な 

 利用の促進 

●地域における社会福祉を目的とする 

 事業の健全な発達 

●地域福祉に関する活動への市民参加 

 の促進 

●要援護者への支援方策 

旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 

 
旭川市障害者計画 

旭川市障害福祉計画 

旭川市次世代育成支援行動計画 

健康日本２１旭川計画 

 

 

 

 

旭川市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画 

旭川市総合計画 

地区社会福祉協議会 

実践計画 
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７ 計画の体系 
  

 第３期旭川市地域福祉計画では，４つの基本目標に向けて６つの取組を展開してい

きます。 
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基本目標１ 

優しさにあふれる 

まちづくり 

 

 

 

基本目標２ 

共に支え合うまち

づくり 

 

 

基本目標３ 

自立した生活を送

ることができるま

ちづくり 

 

基本目標４ 

安心して生活でき

るまちづくり 

 

地域福祉活動を担う 

人材の育成 

  

 

 

住民主体による地域を支え

る体制づくりの推進 

 

 

  

福祉サービスの適切な 

利用の推進 

  

 

 

 

 

安全で快適な環境づくりの 

推進 

  

 

基本理念 基本目標 

１ 福祉教育の推進 

２ 地域交流活動の推進 

３ 地域福祉活動の担い

手の養成 

 

１ 住民自治組織の活動

の活性化 

２ 地域福祉活動の推進 

３ 要援護者の把握 

４ 本人の同意に基づく

要援護者情報の地域

福祉活動関係者との

共有 

５ 農村部・郊外地区に

おける地域づくりに

ついての検討 

 

 

 

１ 市社会福祉協議会と

の連携 

２ ボランティア・NPO

法人等の活動の推進 

３ 地域福祉を支える団

体や関係機関のネッ

トワークの構築 

４ 社会福祉法人の地域

福祉活動の推進 

１ 福祉サービスの充実 

２ 相談体制の充実 

３ 分かりやすい情報 

提供の推進 

 

 １ 日常生活自立支援事

業の周知 

２ 成年後見制度の利用

支援体制の充実 

 

 １ 生活環境の整備 

２ 災害時に備えた体制

の整備 

 

取組の方向 施  策 

 

 

 

地域福祉を支える団体の活

動の推進 

 

 

  

切れ目のない権利擁護 

システムの推進 

  

 

 

 

 

 

※素案本編第５章では，６つの「取組の方向」について，それぞれ「現状と課題」，

「施策」，「市民・事業者・行政の役割」，「行政の主な取組」を整理しています。 
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８ 計画の推進について 

 

１ 市民，事業者，行政の協働による計画の推進 

 本計画の基本理念である「市民一人ひとりが個人として尊重され，人と人とのふ

れあいを深め，心豊かで住みよい地域コミュニティを育み，安心して暮らせる地域

社会」を目指し，市民，事業者そして行政が互いに連携し，それぞれの役割を果た

しながら，本計画を推進していきます。 

 

２ 旭川市社会福祉協議会との連携による計画の推進 

旭川市社会福祉協議会は，社会福祉法に基づき設置された地域福祉の推進を図る

ことを目的とする団体であり，社会福祉を目的とする事業の企画や実施，社会福祉

に関する活動への住民の参加のための援助など地域に密着した様々な事業を行っ

ています。 

旭川市社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」に基づく取組と連携しな

がら，本計画に基づく各施策を推進します。 

 

３ 計画の進行管理 

社会福祉に関する事項を調査・審議することを目的に設置している「旭川市社会

福祉審議会」に実施状況を報告し，意見をいただきながら，計画の進行管理を行い

ます。 

また，旭川市地域福祉計画の円滑な推進と調整を行うことを目的に，庁内関係課

長を構成員として設置している「旭川市地域福祉計画庁内連絡会議」において，実

施状況や課題を把握し，解決策の検討を行うなど，関係部局間の連携を図りながら

計画の進行管理を行います。    


